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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　茶抽出液にタンナーゼ処理により非重合体カテキン類中のガレート体カテキン率を３６
質量％以下に調整した茶抽出物を配合してなり、
（Ａ）非重合体カテキン類０．０７２～０．４質量％、及び
（Ｂ）没食子酸２１～１５０ppm
を含有し、非重合体カテキン類中のガレート体カテキン率が０～３６質量％であり、エピ
体率が３０～６０質量％である容器詰茶飲料。
【請求項２】
　茶抽出液が、緑茶抽出液、烏龍茶抽出液及び紅茶抽出液から選ばれた一種以上である請
求項１記載の容器詰茶飲料。
【請求項３】
　液温が２０℃で測定したpHが、５～７である請求項１又は２記載の容器詰茶飲料。
【請求項４】
　飲料中に含有するカフェインと非重合体カテキン類の総量の比が、０．２以下である請
求項１～３のいずれか１項記載の容器詰茶飲料。
【請求項５】
　酸素透過度が０．１mL／ｄａｙ・ｂｏｔｔｌｅ以下の容器であることを特徴とする請求
項１～４のいずれか１項記載の容器詰茶飲料。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非重合体カテキン類を高濃度に含有し、風味及びカテキン類組成の保存安定
性の良好な容器詰茶飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カテキン類の効果としてはαアミラーゼ活性阻害作用などが報告されている（例えば、
特許文献１参照）。このような生理効果を発現させるためには、より簡便に大量のカテキ
ン類を摂取する必要があるため、飲料にカテキンを高濃度配合する技術が望まれていた。
【０００３】
　この方法の一つとして、緑茶抽出物の濃縮物などの茶抽出物を利用して、カテキン類を
飲料に溶解状態で添加する方法が用いられている。しかしながら、カテキン類を高濃度に
配合する対象となる飲料の種類によっては、例えば紅茶抽出液や炭酸飲料にカテキン類を
添加する場合など、カフェイン及び緑茶由来の苦渋みの残存が飲料の商品価値を大きく損
ねることがわかっている。
【０００４】
　紅茶等の発酵茶抽出液に対してタンナーゼ処理を行い、低温冷却時の懸濁、すなわちテ
ィークリーム形成を抑制できることは古くから知られていた。又、特許文献１に見られる
、ガレート体カテキンにタンナーゼ処理を行い、一部又は全部を没食子酸とすることによ
り、カテキン類と没食子酸との混合物を得る方法によれば、苦味の原因となるガレート体
カテキン類を低減することができる。また、茶抽出物から、カフェイン等の夾雑物を取り
除く方法としては、吸着法（特許文献２～４）、抽出法（特許文献５）等が知られている
。
【特許文献１】特開２００３－３３１５７号公報
【特許文献２】特開平５－１５３９１０号公報
【特許文献３】特開平８―１０９１７８号公報
【特許文献４】特開２００２－３３５９１１号公報
【特許文献５】特開平１－２８９４４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、タンナーゼ処理により得られるカテキン類と没食子酸の混合物には、酸
味・エグ味が発生するという問題があった。一方、タンナーゼ処理を行わなかったものや
、タンナーゼ処理が不十分な場合に得られたものは、有効成分であるカテキン類の組成変
化や色調及び風味が変化するため容器詰飲料には適さないという問題が生じることも判明
した。
　従って本発明の課題は、ガレート体カテキン率が低減され、かつ非重合体カテキン類濃
度が高いにもかかわらず、苦味が抑制されており、かつ長期保存しても有効成分であるカ
テキン類の組成変化が抑制された容器詰茶飲料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで本発明者は、予めガレート体カテキン率が５０質量％未満に調整された茶抽出物
を用いて容器詰茶飲料を製造するにあたって、没食子酸の含有量を２１～１５０ppmに調
整し、非重合体カテキン類中のガレート体カテキン率が０～５０質量％かつエピ体率を３
０～６０質量％に調整すれば、非重合体カテキン類濃度が高い場合でも、苦味が抑制され
るだけでなく、長期保存してもカテキン類の組成変化が起こりにくい容器詰茶飲料とする
ことができることを見出した。
【０００７】
　すなわち、本発明は、茶抽出液に非重合体カテキン類中のガレート体カテキン率が５０
質量％未満である茶抽出物を配合し、
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（Ａ）非重合体カテキン類０．０７２～０．４質量％、及び
（Ｂ）没食子酸２１～１５０ppm
を含有し、非重合体カテキン類中のガレート体カテキン率が０～５０質量％であり、エピ
体率が３０～６０質量％である容器詰茶飲料を提供するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の容器詰茶飲料は、生理効果を奏するのに十分な量の非重合体カテキン類を含有
し、かつ苦味が低減されていることから飲用しやすく、更に長期保存しても風味及び組成
の安定性に優れている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明で非重合体カテキン類とは、カテキン、ガロカテキン、カテキンガレート、ガロ
カテキンガレートなどの非エピ体カテキン及びエピカテキン、エピガロカテキン、エピカ
テキンガレート、エピガロカテキンガレートなどのエピ体カテキンをあわせての総称であ
る。
【００１０】
　本発明でガレート体カテキンとは、カテキンガレート、ガロカテキンガレート、エピカ
テキンガレート、エピガロカテキンガレートなどをあわせての総称である。またガロ体カ
テキンとは、ガロカテキン、ガロカテキンガレート、エピガロカテキン、エピガロカテキ
ンガレートなどをあわせての総称である。
　ガレート体カテキン率とは、カテキン、ガロカテキン、カテキンガレート、ガロカテキ
ンガレート、エピカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガレート、エピガロカテキ
ンガレートの総量に対するカテキンガレート、ガロカテキンガレート、エピカテキンガレ
ート、エピガロカテキンガレートの総量の比率である。
【００１１】
　本発明の容器詰飲料は、茶抽出液に、非重合体カテキン類中のガレート体カテキン率が
５０質量％未満である茶抽出物を配合することにより得られる。茶抽出物の非重合体カテ
キン類中のガレート体カテキン率が５０質量％以上の場合、茶抽出物は、精製製造工程の
いずれかの段階でタンナーゼ処理や低温冷却時のティークリーム形成品の除去等すること
によりガレート体カテキン率を５０質量％未満に調整することが好ましい。
【００１２】
　本発明で用いる茶抽出物としては、緑茶葉から得られた抽出液が挙げられる。使用する
茶葉としては、より具体的には、Camellia属、例えばC.sinensis、C.assamica及びやぶき
た種又はそれらの雑種等から得られる茶葉から製茶された茶葉が挙げられる。製茶された
茶葉には、煎茶、番茶、玉露、てん茶、釜炒り茶等の緑茶類またはＣＴＣ茶葉がある。本
発明で用いる茶抽出物としては、緑茶の茶葉から得られた抽出液を乾燥又は濃縮あるいは
凍結したもの等が好ましい。
【００１３】
　茶葉からの抽出は、抽出溶媒として水を使用し、攪拌抽出等により行われる。抽出の際
、水にあらかじめアスコルビン酸塩（例：ナトリウム塩）等の有機酸塩類又は有機酸を添
加してもよい。また、煮沸脱気や窒素ガス等の不活性ガスを通気して溶存酸素を除去しつ
つ、いわゆる非酸化的雰囲気下で抽出する方法を併用してもよい。このようにして得られ
た抽出液は、乾燥、濃縮して本発明に使用する茶抽出物を得る。茶抽出物の形態としては
、液体、スラリー、半固体、固体の状態が挙げられる。
【００１４】
　茶抽出物としては、超臨界状態の二酸化炭素接触処理を施した茶葉を用いて抽出した抽
出物を用いてもよい。この方法においては、超臨界抽出を施した残渣である茶葉から非重
合体カテキン類を含有する抽出物を得るものである。
【００１５】
　本発明に使用する茶抽出物には、茶葉から抽出した抽出液を乾燥、濃縮して使用する代
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わりに、茶抽出物の濃縮物を水に溶解又は希釈して用いても、茶葉からの抽出液と茶抽出
物の濃縮物とを併用してもよい。
　ここで、茶抽出物の濃縮物とは、茶葉から熱水又は水溶性有機溶媒により抽出された抽
出物を濃縮したものであり、例えば、特開昭５９－２１９３８４号公報、特開平４－２０
５８９号公報、特開平５－２６０９０７号公報、特開平５－３０６２７９号公報等に記載
されている方法により調製したものをいう。具体的には、茶抽出物として、市販の東京フ
ードテクノ社製「ポリフェノン」、伊藤園社製「テアフラン」、太陽化学社製「サンフェ
ノン」等の固体の茶抽出物として用いることもできる。
【００１６】
　これらの茶抽出物又はその濃縮物をタンナーゼ処理することにより、ガレート体カテキ
ン率を低下させる。ここで使用するタンナーゼは、一般に市販されている５００～５，０
００Ｕ／ｇの酵素活性を有することが好ましく、５００Ｕ／ｇ以下であると充分な活性を
得ることができず、５，０００Ｕ／ｇ以上であると酵素反応速度が速すぎる為、反応系を
制御することが困難となる。
　タンナーゼとしては、タンニンアシルヒドラーゼＥＣ３．１．１．２０が好適である。
市販品としては、商品名「タンナーゼ」キッコーマン（株）製及びタンナーゼ「三共」三
共（株）製などが挙げられる。
【００１７】
　タンナーゼ処理の具体的な手法としては、非重合体ガレート体カテキン率の低減効果、
及び最適の非重合体ガレート体カテキン率で酵素反応を停止する観点から、緑茶抽出物中
の非重合体カテキン類に対してタンナーゼを０．５～１０質量％の範囲になるように添加
することが好ましい。酵素失活の工程を含め、タンナーゼ処理を最適な酵素反応時間であ
る２時間以内で終了させるためには、タンナーゼ濃度が０．５～５質量％、更に２～４質
量％であることが好ましい。
　タンナーゼ処理の温度は、最適な酵素活性が得られる１５～４０℃が好ましく、更に好
ましくは２０～３０℃である。
【００１８】
　タンナーゼ反応を終了させるには、酵素活性を失活させる必要がある。酵素失活の温度
は、７０～９０℃が好ましく、酵素反応の失活は、バッチ式もしくはプレート型熱交換機
のような連続式で加熱することにより行うことができる。又、タンナーゼの失活処理後、
遠心分離などの操作により茶抽出物を清浄化することができる。
【００１９】
　また、本発明に用いる茶抽出物は、タンナーゼ処理の前又は後に、精製処理をしたもの
が、風味、安定性等の点から好ましい。このような精製処理手段としては、（１）合成吸
着剤処理、（２）有機溶媒と水との混合液による抽出、（３）活性炭処理、（４）活性白
土又は／及び酸性白土処理、（５）固液分離等の操作を単独で又は組み合せた手段が挙げ
られる。
【００２０】
　合成吸着剤処理としては、茶抽出物を合成吸着剤に吸着させ、次いで非重合体カテキン
類を溶出させる方法が挙げられる。より具体的には、茶抽出物を合成吸着剤に吸着させ、
合成吸着剤を洗浄し、次いで塩基性水溶液を接触させて非重合体カテキン類を溶出させる
。当該合成吸着剤処理により、カフェイン及び没食子酸が低減できる。用いる合成吸着剤
としては、スチレン－ジビニルベンゼン、修飾スチレン－ジビニルベンゼン又はメタクリ
ル酸メチルを母体とするものが挙げられる。スチレン－ジビニルベンゼン系の合成吸着剤
の例としては、三菱化学社製の商品名ダイヤイオンＨＰ－２０、ＨＰ－２１、セパビーズ
ＳＰ７０、ＳＰ７００、ＳＰ８２５、ＳＰ－８２５やオルガノ社（供給元：米国ローム＆
ハース社）のアンバーライトＸＡＤ４、ＸＡＤ１６ＨＰ、ＸＡＤ１１８０、ＸＡＤ２００
０、住友化学（供給元：米国ローム＆ハース社）のデュオライトＳ８７４、Ｓ８７６等が
挙げられる。臭素原子を核置換して吸着力を強めた修飾スチレン－ジビニルベンゼン系の
合成吸着剤の例としては、三菱化学社製の商品名セパビーズＳＰ２０５、ＳＰ２０６、Ｓ
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Ｐ２０７等が挙げられる。メタクリル酸メチル系の合成吸着剤の例としては、三菱化学社
製のセパビーズＨＰ１ＭＧ、ＨＰ２ＭＧやオルガノ社のＸＡＤ７ＨＰ、住友化学のデュオ
ライトＳ８７７等が挙げられる。
　合成吸着剤の中でも特に、特に修飾ポリスチレン系合成吸着剤及びメタクリル酸メチル
系合成吸着剤が好ましい。合成吸着剤の具体例としては、ＳＰ２０７などの修飾ポリスチ
レン系合成吸着剤（三菱化学社製）、ＨＰ２ＭＧなどのメタクリル系合成吸着剤（三菱化
学社製）が挙げられるが、前述の理由からＳＰ２０７が好ましい。
【００２１】
　合成吸着剤が充填されたカラムは、予めＳＶ（空間速度）＝１～１０［ｈ-1］、合成吸
着剤に対する通液倍数として２～１０［ｖ／ｖ］の通液条件で９５ｖｏｌ％エタノール水
溶液による洗浄を行い、合成吸着剤の原料モノマーや原料モノマー中の不純物等を除去す
るのが好ましい。そして、その後ＳＶ＝１～１０［ｈ-1］、合成吸着剤に対する通液倍数
として１～１０［ｖ／ｖ］の通液条件により水洗を行い、エタノールを除去して合成吸着
剤の含液を水系に置換する方法により非重合体カテキン類の吸着能が向上する。
【００２２】
　茶抽出物を合成吸着剤に吸着させる手段としては、合成吸着剤が充填されたカラムに当
該茶抽出物を通液するのが好ましい。茶抽出物を合成吸着剤を充填したカラムに通液する
条件としては、ＳＶ（空間速度）＝０．５～１０［ｈ-1］の通液速度で、合成吸着剤に対
する通液倍数として０．５～２０［ｖ／ｖ］で通液するのが好ましい。更に、緑茶抽出物
を合成吸着剤に吸着させた後に水洗浄を行うが、その条件を、ＳＶ＝０．５～１０［ｈ-1

］の通液速度で、合成吸着剤に対する通液倍数として１～１０［ｖ／ｖ］として、合成吸
着剤に付着した没食子酸や不純物を除去するのが好ましい。
【００２３】
　非重合体カテキン類の溶出に用いる塩基性水溶液としては、ナトリウム又はカリウム系
のアルカリ性水溶液、例えば水酸化ナトリウム水溶液、炭酸ナトリウム水溶液等を好適に
用いることが好ましい。また、アルカリ性水溶液のpHは７～１４の範囲が好ましい。pH７
～１４のナトリウム系水溶液としては、４％以下の水酸化ナトリウム水溶液、１Ｎ－炭酸
ナトリウム水溶液等が挙げられる。
【００２４】
　溶出工程においては、溶出水として互いにpHが異なる２種以上の溶出水を用い、これら
溶出水をpHが低い順に合成吸着剤に接触させることが好ましい。これにより、カテキン、
ガロカテキン、カテキンガレート、ガロカテキンガレート、エピカテキン、エピガロカテ
キン、エピカテキンガレート、エピガロカテキンガレートを分画することができる。たと
えば、溶出水としてpHが異なる２種以上の溶出水を用いる例としては、pH３～７の溶出水
により流した後に、pH９～１１の塩基性溶出水により、それぞれの非重合体カテキン類を
分取することができる。
【００２５】
　塩基性水溶液で溶出したため、非重合体カテキン類の溶出液は、ナトリウム塩等のアル
カリ金属塩を含有しているので、カチオン交換樹脂、特にＨ型のカチオン交換樹脂でアル
カリ金属イオンを除去することが好ましい。カチオン交換樹脂としては、具体的には、ア
ンバーライト２００ＣＴ、ＩＲ１２０Ｂ、ＩＲ１２４、ＩＲ１１８、ダイヤイオンＳＫ１
Ｂ、ＳＫ１０２、ＰＫ２０８、ＰＫ２１２等を用いることができる。
【００２６】
　上記の精製処理のうち、（２）有機溶媒と水との混合液による抽出と（３）活性炭処理
、又は（２）有機溶媒と水との混合液による抽出と（４）活性白土又は／及び酸性白土処
理は組み合せて行うのが好ましい。更に、（２）有機溶媒と水の混合液による抽出、（３
）活性炭処理及び（４）活性白土又は／及び酸性白土処理を組み合せるのが特に好ましい
。
【００２７】
　有機溶媒と水の混合液で抽出するには、茶抽出物を有機溶媒と水の混合溶液中に分散す
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る。この分散液中の有機溶媒と水との含有質量比は、最終的に６０／４０～９７／３、よ
り好ましくは、６０／４０～７５／２５又は８５／１５～９５／５とするのが、カテキン
類の抽出効率、茶抽出物の精製、長期間の飲用性及び回収有機溶媒の精留条件等の点で好
ましい。
【００２８】
　有機溶媒としては、エタノール、メタノール、アセトン、酢酸エチル等が挙げられる。
これらのうち、メタノール、エタノール、アセトンの親水性有機溶媒が好ましく、特に食
品への使用を考慮すると、エタノールが好ましい。水として、イオン交換水、水道水、天
然水等が挙げられる。この有機溶媒と水は、混合して又はそれぞれ別々に精密ろ過された
茶抽出物と混合してもよいが、混合溶液としてから茶抽出物と混合処理するのが好ましい
。
【００２９】
　有機溶媒と水の混合溶液１００質量部に対して、茶抽出物（乾燥質量換算）を１０～４
０質量部、更に１０～３０質量部、特に１５～３０質量部添加して処理するのが、緑茶抽
出物を効率よく処理できるので好ましい。
【００３０】
　有機溶媒と水の混合溶液の添加終了後は１０～１８０分程度の熟成時間を設けると更に
好ましい。
　これらの処理は、１０～６０℃で行うことができ、特に１０～５０℃、更に１０～４０
℃で行うのが好ましい。
【００３１】
　活性炭処理に用いる活性炭としては、一般に工業レベルで使用されているものであれば
特に制限されず、例えば、ＺＮ－５０（北越炭素社製）、クラレコールＧＬＣ、クラレコ
ールＰＫ－Ｄ、クラレコールＰＷ－Ｄ（クラレケミカル社製）、白鷲ＡＷ５０、白鷲Ａ、
白鷲Ｍ、白鷲Ｃ（武田薬品工業社製）等の市販品を用いることができる。
　活性炭の細孔容積は０．０１～０．８mL／ｇ、特に０．１～０．８mL／ｇが好ましい。
また、比表面積は８００～１６００ｍ2／ｇ、特に９００～１５００ｍ2／ｇの範囲のもの
が好ましい。なお、これらの物性値は窒素吸着法に基づく値である。
【００３２】
　活性炭処理は、緑茶抽出物を前記有機溶媒と水との混合溶液に添加した後に行うのが好
ましい。活性炭は、有機溶媒と水の混合溶液１００質量部に対して０．５～８質量部、特
に０．５～３質量部添加するのが、精製効果、ろ過工程におけるケーク抵抗が小さい点で
好ましい。
【００３３】
　酸性白土又は活性白土は、ともに一般的な化学成分として、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｆｅ2

Ｏ3、ＣａＯ、ＭｇＯ等を含有するものであるが、ＳｉＯ2／Ａｌ2Ｏ3比が３～１２、特に
４～９であるのが好ましい。またＦｅ2Ｏ3を２～５質量％、ＣａＯを０～１．５質量％、
ＭｇＯを１～７質量％含有する組成のものが好ましい。
【００３４】
　酸性白土又は活性白土の比表面積は、酸処理の程度等により異なるが、５０～３５０ｍ
2／ｇであるのが好ましく、pH（５質量％サスペンジョン）は２．５～８、特に３．６～
７のものが好ましい。例えば、酸性白土としては、ミズカエース＃６００（水澤化学社製
）等の市販品を用いることができる。
【００３５】
　また、活性炭と酸性白土又は活性白土を併用する場合の割合は、質量比で活性炭１に対
して１～１０がよく、活性炭：酸性白土又は活性白土＝１：１～１：６であるのが好まし
い。
【００３６】
　得られた茶抽出物は、製品の安定性向上のため、必要に応じて除濁することが好ましい
。除濁の具体的な操作としては、ろ過及び／又は遠心分離処理により固形分と水溶性部分
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とを固液分離することが挙げられる。
【００３７】
　固液分離の条件は、所定の濁度が得られるように条件が適宜決定される。固液分離をろ
過で行う場合のろ過条件としては、温度が５～７０℃、更に１０～４０℃であるのが好ま
しい。圧力は、使用する膜モジュールの耐圧範囲であることが望ましい。例えば、３０～
４００kPa、更に５０～４００kPa、特に５０～３５０kPaであるのが好ましい。膜孔径は
、所定の濁度になるという点から、１～３０μｍが好ましく、更に２～２５μｍ、特に２
～２０μｍであるのが好ましい。
【００３８】
　また、遠心分離機は、分離板型、円筒型、デカンター型などの一般的な機器が好ましい
。遠心分離条件としては、温度が５～７０℃、更に１０～４０℃であるのが好ましく、回
転数と時間は、所定の濁度になるように調整された条件であることが望ましい。例えば分
離板型の場合、３０００～１００００ｒ／min、更に５０００～１００００ｒ／min、特に
６０００～１００００ｒ／minで、０．２～３０分、更に０．２～２０分、特に０．２～
１５分であるのが好ましい。
【００３９】
　固液分離は膜ろ過が好ましい。膜ろ過で使用する高分子膜は、炭化水素系、フッ素化炭
化水素系又はスルホン系高分子膜であって、例えばポリエチレン、ポリプロピレン等のポ
リオレフィン系高分子膜；ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリビニリデンジ
フルオライド（ＰＶＤＦ）等のフッ素化ポリオレフィン系高分子膜等が挙げられる。ポリ
スルフォン（ＰＳＵ）、ポリエーテルスルフォン（ＰＥＳ）等のスルホン系高分子膜等が
挙げられる。高分子膜の膜孔径は、０．０５～０．８μｍであるが、更に０．０５～０．
５μｍ、特に０．０８～０．５μｍであるのが好ましい。また、膜厚としては、０．１～
２．５mm、更に０．３～２．０mm、特に０．３～１．５mmであるのが好ましい。
【００４０】
　本発明に用いる茶抽出物は、その固形分中に、非重合体カテキン類を１０～９０質量％
、更に２０～８０質量％、特に３０～７０質量％含有するものが好ましい。
【００４１】
　また、茶抽出物中のガレート体カテキン率は、５０質量％未満であることが、苦味抑制
の点から必要であるが、更に５～４８質量％、特に１５～３６質量％であるのが、非重合
体カテキン類の生理効果の有効性及び苦味低減の点で好ましい。
【００４２】
　本発明の飲料中のカフェイン濃度は、非重合体カテキン類に対して、カフェイン／非重
合体カテキン類の総量（質量比）＝０．２０以下、更に０．００１～０．１５、更に０．
０１～０．１４、特に０．０５～０．１３であるのが好ましい。茶抽出物として当該条件
を満たすものを使用する方法や、カフェイン含有量の多い緑茶抽出物を用いる場合にはカ
フェイン含有量の少ない他の茶抽出物（カテキン製剤など）と一緒に配合する方法などに
よって実現できる。
【００４３】
　本発明の容器詰茶飲料中には、水に溶解状態にある非重合体カテキン類を、０．０７２
～０．４質量％含有するが、好ましくは０．０８～０．３質量％、より好ましくは０．０
９～０．３質量％、更に好ましくは０．１～０．３質量％含有する。非重合体カテキン類
含量がこの範囲にあると、多量の非重合カテキン類を容易に摂取しやすく、風味及び色調
の安定性の点からも好ましい。当該非重合体カテキン類の濃度は、茶抽出物の配合量によ
って調整することができる。
【００４４】
　また、本発明の容器詰茶飲料中の没食子酸含有量は、苦味、酸味の低減効果、更には風
味及び組成の保存安定性の点から２１～１５０ppm、更に２５～１２５ppm、特に３０～１
００ppmであるのが好ましい。没食子酸含有量は、前述したような、茶抽出物をタンナー
ゼなどで加水分解した後に合成吸着剤に吸着させてから塩基性水溶液で溶出させる方法や
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、茶抽出物の配合量により調整することができる。
【００４５】
　本発明容器詰茶飲料における非重合体カテキン類中のエピ体率は、殺菌の熱負荷及び殺
菌時のpHの点から、３０～６０質量％、更に４１～６０質量％が好ましい。ここでエピ体
率とは、前記非重合体カテキン類中のエピカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガ
レート及びエピガロカテキンガレートの含有率をいう。エピ体率は、飲料のpH及び殺菌温
度、殺菌時間により調整することができる。
【００４６】
　本発明の容器詰茶飲料には、緑茶飲料、烏龍茶飲料、紅茶飲料及びその混合飲料が含ま
れる。これらの飲料を製造するには、緑茶抽出液、烏龍茶抽出液、紅茶抽出液から選択さ
れた１種以上の茶抽出液に、前記ガレート体カテキン率が調整された茶抽出物を配合する
ことにより実施できる。
【００４７】
　緑茶抽出液は、前記と同様の緑茶葉を原料とし、抽出溶媒として水又は水にアスコルビ
ン酸あるいはアスコルビン酸ナトリウム等の有機酸塩類又は有機酸あるいは重曹等の無機
塩類を添加したものを用いて抽出することにより得られる。また烏龍茶抽出液は、烏龍茶
葉を原料とし、抽出溶媒として水又は水にアスコルビン酸あるいはアスコルビン酸ナトリ
ウム等の有機酸塩類又は有機酸あるいは重曹等の無機塩類を添加したものを用いて抽出す
ることにより得られる。紅茶抽出液は、紅茶葉を原料とし、抽出溶媒として水又は水にア
スコルビン酸あるいはアスコルビン酸ナトリウム等の有機酸塩類又は有機酸あるいは重曹
等の無機塩類を添加したものを用いて抽出することにより得られる。混合茶等の植物系抽
出液は、風味調整のために特に限定されるものではなく、食経験を有する植物素材を抽出
溶媒として水又は水にアスコルビン酸あるいはアスコルビン酸ナトリウム等の有機酸塩類
又は有機酸あるいは重曹等の無機塩類を添加したものを用いて抽出することにより得られ
る。
【００４８】
　本発明の容器詰茶飲料のpHは２０℃で５～７、好ましくは５．５～６．９、より好まし
くは５．５～６．５とするのが、風味の安定性及び非重合体カテキン類の化学的安定性の
点から好ましい。
【００４９】
　本発明の容器詰茶飲料は、苦渋味抑制剤を配合すると飲用しやすくなり好ましい。用い
る苦渋味抑制剤は特に限定はないが、オリゴ糖あるいはサイクロデキストリンが好ましい
。サイクロデキストリンとしては、α－、β－、γ－サイクロデキストリン及び分岐α－
、β－、γ－サイクロデキストリンが使用できる。サイクロデキストリンは飲料中に０．
００５～０．５質量％、更に０．０１～０．３質量％含有するのが好ましい。本発明の容
器詰茶飲料には、酸化防止剤、各種エステル類、有機酸類、有機酸塩類、無機酸類、無機
酸塩類、無機塩類、色素類、乳化剤、保存料、調味料、甘味料、酸味料、ガム、乳化剤、
油、ビタミン、アミノ酸、野菜エキス類、花蜜エキス類、pH調整剤、品質安定剤等の添加
剤を単独、あるいは併用して配合できる。
【００５０】
　また、本発明容器詰茶飲料に使用される容器は、その酸素透過度が０．１mL／day・bot
tle以下のものである。
【００５１】
　本発明の容器詰茶飲料に使用される容器は、一般の飲料と同様にポリエチレンテレフタ
レートを主成分とする成形容器（いわゆるＰＥＴボトル）、スチールやアルミ等の金属性
容器、瓶、金属箔やプラスティックフィルムと複合された紙等の通常の形態で提供するこ
とができる。ここでいう容器詰飲料とは希釈せずに飲用できるものをいう。
【００５２】
　本発明の容器詰茶飲料は、食品衛生法に準じた殺菌条件で製造される。例えば、金属缶
のように容器に充填後、レトルト殺菌などにより加熱殺菌して製造される場合や、ＰＥＴ
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ボトル、リシール性金属容器、紙容器、ビン容器のように耐熱、耐圧性が弱くレトルト殺
菌できないものについては、あらかじめ上記と同等の殺菌条件、例えばプレート式熱交換
器等で高温短時間殺菌後、一定の温度迄冷却して容器に充填する等の方法が採用される。
また無菌下で、充填された容器に別の成分を配合して充填してもよい。更に、酸性下で加
熱殺菌後、無菌下でpHを中性に戻すことや、中性下で加熱殺菌後、無菌下でpHを酸性に戻
す等の操作も可能である。
【実施例】
【００５３】
非重合体カテキン類の測定
　容器詰茶飲料を蒸留水で希釈し、フィルター（０．８μｍ）でろ過後、島津製作所社製
、高速液体クロマトグラフ（型式ＳＣＬ－１０ＡＶＰ）を用い、オクタデシル基導入液体
クロマトグラフ用パックドカラム　Ｌ－カラムＴＭ　ＯＤＳ（４．６mmφ×２５０mm：財
団法人　化学物質評価研究機構製）を装着し、カラム温度３５℃で、Ａ液及びＢ液を用い
たグラジエント法によって行った。移動相Ａ液は酢酸を０．１mol／Ｌ含有の蒸留水溶液
、Ｂ液は酢酸を０．１mol／Ｌ含有のアセトニトリル溶液とし、試料注入量は２０μＬ、
ＵＶ検出器波長は２８０nmの条件で行った。
【００５４】
カフェインの測定
　非重合体カテキン類と同様の手法で、分析した。
【００５５】
没食子酸の測定
　非重合体カテキン類と同様の手法で、分析した。なお、上記グラディエント条件は以下
の通りである。
　　　時間（分）　　　　Ａ液濃度（体積％）　　　Ｂ液濃度（体積％）
　　　　０　　　　　　　９７％　　　　　　　　　３％
　　　　５　　　　　　　９７％　　　　　　　　　３％
　　　３７　　　　　　　８０％　　　　　　　　２０％
　　　４３　　　　　　　８０％　　　　　　　　２０％
　　　４３．５　　　　　　０％　　　　　　　１００％
　　　４８．５　　　　　　０％　　　　　　　１００％
　　　４９　　　　　　　９７％　　　　　　　　　３％
　　　６０　　　　　　　９７％　　　　　　　　　３％
【００５６】
苦味の評価方法
　苦味の強度の測定法は、硫酸キニーネを指標とした苦味強度試験法（参考文献：Percep
tionad Phychophysics,5,1969,347-351／JIS Z8144／新版　官能ハンドブック（p.448-44
9）1990年2月9日　第10刷発行）を用いた。試験試料をそれぞれ異なる苦味強度を有する
硫酸キニーネ標準液（１０段階）と比較し、試料の苦味強度に対応する標準液を選択する
方法で、パネラー５名で官能評価を行なった。官能評価の結果を平均化し、苦味強度τ値
であらわした。
【００５７】
風味安定性評価方法
　５５℃１ヶ月保存試験における風味の保存安定性を評価した。
風味評価は劣化の程度を大、中、小の３段階とした。
【００５８】
安定性評価方法（非重合体カテキン類中のエピ体率及びpH）
　初期の非重合体カテキン類を測定し、５５℃１ヶ月保存試験における非重合体カテキン
類中のエピ体率変化を評価した。
　保存０日目の非重合体カテキン類中のエピ体率からの差分をΔ％とした。
【００５９】
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（１）茶抽出物（ａ）
　カテキン類の含量が３０％の緑茶抽出物にタンナーゼ処理を行わず、スプレードライ法
により噴霧乾燥させた。得られたパウダーからエタノールと水の混合溶媒（水：エタノー
ル＝４０：６０）でカテキン類を抽出した後に混合液に対して8質量部の活性炭を添加し
て精製を行って茶抽出物（ａ）を得た。ガレート体カテキン率は５２質量％。
【００６０】
（２）茶抽出物（ｂ）
　カテキン類の含量が３０％の緑茶抽出物にタンナーゼ処理（タンナーゼ濃度０．５％；
反応温度２０℃、反応液のBrix２０）を行い、スプレードライ法により噴霧乾燥させた。
得られたパウダーからエタノールと水の混合溶媒（水：エタノール＝４０：６０）でカテ
キン類を抽出した後に混合液に対して８質量部の活性炭を添加して精製を行って、茶抽出
物（ｂ）を得た。ガレート体カテキン率は４８質量％。
【００６１】
（３）茶抽出物（ｃ）
　カテキン類の含量が３０％の緑茶抽出物にタンナーゼ処理（タンナーゼ濃度１．０％；
反応温度２０℃、反応液のBrix２０）を行い、スプレードライ法により噴霧乾燥させた。
得られたパウダーをエタノールと水の混合溶媒（水：エタノール＝４０：６０）でカテキ
ン類を抽出した後に混合液に対して８質量部の活性炭を添加して精製を行って、茶抽出物
（ｃ）を得た。ガレート体カテキン率は３２質量％。
【００６２】
（４）茶抽出物（ｄ）
　カテキン類の含量が３０％の緑茶抽出物にタンナーゼ処理（タンナーゼ濃度２．０％；
反応温度２０℃、反応液のBrix２０）を行い、スプレードライ法により噴霧乾燥させた。
得られたパウダーをエタノールと水の混合溶媒（水：エタノール＝４０：６０）でカテキ
ン類を抽出した後に混合液に対して８質量部の活性炭を添加して精製を行って茶抽出物（
ｄ）を得た。ガレート体カテキン率は２質量％。
【００６３】
（５）茶抽出物（ｅ）
　カテキン類の含量が３０％の緑茶抽出物にタンナーゼ処理（タンナーゼ濃度２．０％；
反応温度２０℃、反応液のBrix２０）を行い、スプレードライ法により噴霧乾燥させた。
次に得られたパウダーを水にてカテキン濃度が１％になる様に希釈した。パウダー４Ｋｇ
に対して１Ｋｇの合成吸着剤（ＳＰ７０；ダイヤイオン）を添加して、合成吸着剤にカテ
キン類を吸着させた。その後、合成吸着剤中の緑茶抽出物の残渣を水で洗い流した。洗浄
後のＳＰ７０　１Ｋｇに対してエタノールと水の混合溶媒（水：エタノール＝５０：５０
）でカテキン類を抽出した後に混合液に対して３０質量部の活性炭を添加して精製を行い
、茶抽出物（ｅ）を得た。ガレート体カテキン率は８質量％。
【００６４】
　茶抽出液の製造方法及び分析値
　６５℃の水１０００ｇに緑茶葉３３．３ｇの茶葉を加え、２５０r/minで３０秒間攪拌
した後、９０秒間保持し、その後２５０ｒ／minで１０秒間攪拌し、１７０秒間保持した
後、ろ過して緑茶抽出液９１６ｇを得た。緑茶抽出液中の非重合体カテキン濃度は０．２
質量％、ガレート体カテキン率は４６質量％、カフェイン濃度は０．０６質量％、没食子
酸量は０．００１質量％であった。
得られた緑茶抽出液は、実施例２、３及び比較例１の茶抽出液に使用した。また、得られ
た緑茶抽出液を、樹脂ＳＰ７０（三菱化学製３００ｇ）を充填したカラム中を、流速約２
５mL／分で通液し、得られた茶抽出液を実施例１に使用した。
　実施例４の紅茶抽出液は、６５℃の水１０００ｇに紅茶葉３３．３ｇの茶葉を加え、２
５０ｒ／minで３０秒間攪拌した後、９０秒間保持し、その後２５０ｒ／minで１０秒間攪
拌し、１７０秒間保持した後、ろ過して紅茶抽出液８９２ｇを得た。得られた紅茶抽出液
は、樹脂ＳＰ７０（三菱化学製３００ｇ）を充填したカラム中を、流速約２５mL／分で通
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　実施例５の烏龍茶抽出液は、６５℃の水１０００ｇに烏龍茶葉３３．３ｇの茶葉を加え
、２５０r/minで３０秒間攪拌した後、９０秒間保持し、その後２５０ｒ／minで１０秒間
攪拌し、１７０秒間保持した後、ろ過して烏龍茶抽出液９３３ｇを得た。得られた紅茶抽
出液は、樹脂SP70（三菱化学製300g）を充填したカラム中を、流速約25ml/分で通液し、
得られた茶抽出液を実施例５に使用した。
【００６５】
実施例１～５及び比較例１
　表１及び２記載の処方で、茶飲料（pH６）を製造した。飲料は、１３８℃、３０秒間高
温短時間殺菌により殺菌し、酸素透過度が０．０３mL／ｄａｙ・ｂｏｔｔｌｅ（ＭＯＣＯ
Ｎ社製酸素透過度測定装置にて測定）の透明ＰＥＴボトルに充填した。
【００６６】
【表１】

【００６７】
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【表２】

【００６８】
　表１及び２から明らかなように、ガレート体カテキン率が５０質量％を超える飲料は、
苦味があるとともに、保存により風味、エピ体率が変化することがわかる。これに対しガ
レート体カテキン率を５０質量％未満に調整した飲料は、初期の苦味が抑制され、かつ保
存しても風味、エピ体率が変化しにくいことがわかる。
【００６９】
　さらに、実施例１の茶飲料に没食子酸を添加して風味を評価したところ、没食子酸濃度
が５０ppm、１５０ppmの場合には風味に問題はなかった。しかし、没食子酸濃度を２００
ppm以上にすると、異味が生じることが判明した。
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